
　　　別紙７-２

【政策ごとの予算額】

政策名 番号
Ⅸ－１－

１

評価方式

会計 組織／勘定

一般 厚生労働本省 - 234,784 446,828

一般 厚生労働本省
Ⅸ－１－２、Ⅸ
－１－３

＜ 281,676,944 ＞ の内数 ＜ 278,887,381 ＞ の内数

一般 厚生労働本省 Ⅸ－１－３ ＜ 2,053,612,753 ＞ の内数 ＜ 1,715,043,431 ＞ の内数

一般 厚生労働本省
Ⅷ－２－１、Ⅸ
－１－３

＜ 5,255,327 ＞ の内数 ＜ 6,294,654 ＞ の内数

一般
国立更生援護機
関

- 1,877,938 2,071,561

復興特別 復興庁 - 118,059 118,059

2,112,722 2,518,389

＜ 2,340,545,024 ＞ の内数 ＜ 2,000,225,466 ＞ の内数

118,059 118,059

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

一般 厚生労働本省 - 1,315,911 1,231,119

一般 厚生労働本省 - 165,207 0

一般 厚生労働本省 Ⅷ－２－１ ＜ 1,725,836 ＞ の内数 ＜ 4,160,016 ＞ の内数

一般 厚生労働本省
Ⅰ－１１－１
Ⅹ－１－１
Ⅺ－１－４

＜ 107,547,435 ＞ の内数 107,728,431

1,481,118 1,231,119

＜ 109,273,271 ＞ の内数 ＜ 111,888,447 ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

3,593,840 3,749,508

＜ 2,449,818,295 ＞ の内数 ＜ 2,112,113,913 ＞ の内数

118,059 118,059

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

一般会計

特別会計

合　計

一般会計

特別会計

政策評価の対象と
なっていないが、
ある政策に属する
と整理できるもの

独立行政法人国立重度知的障害
者総合施設のぞみの園運営費

独立行政法人国立重度知的障害者総
合施設のぞみの園運営費交付金に必
要な経費

独立行政法人国立重度知的障害
者総合施設のぞみの園施設整備
費

独立行政法人国立重度知的障害者総
合施設のぞみの園施設整備に必要な
経費

独立行政法人福祉医療機構運営
費

独立行政法人福祉医療機構運営費交
付金に必要な経費

業務取扱費年金特別会計へ繰入
業務取扱費の財源の年金特別会計業
務勘定へ繰入れに必要な経費

小　計

国立障害者リハビリテーションセン
ターの運営に必要な経費

社会保障等復興政策費 障害者の自立支援等に必要な経費

小　計

一般会計

特別会計

政策評価の対象と
なっているもの

障害保健福祉費 障害保健福祉の推進に必要な経費

障害保健福祉費 障害者医療に必要な経費

障害保健福祉費 障害者の自立支援等に必要な経費

社会福祉施設整備費
社会福祉施設等施設整備に必要な経
費

国立更生援護所運営費

予算科目

他に記載のある
個別票の番号

予算額

項 事項
４年度

当初予算額
５年度

概算要求額

政策評価調書（個別票）

障害者の地域生活や就労を総合的に支援すること

- 政策目標の達成度合い
今年度はモニタリングのみのため、５
段階達成度合いは記載できない （千円）
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【政策ごとの予算額】

政策名 番号
Ⅸ－１－

２

評価方式

会計 組織／勘定

一般 厚生労働本省
Ⅸ－１－１、Ⅸ－
１－３

＜ 281,676,944 ＞ の内数 ＜ 278,887,381 ＞ の内数

一般 厚生労働本省 - ＜ 4,159,834 ＞ の内数 ＜ 4,564,968 ＞ の内数

一般 地方厚生局 - 72,076 76,393

72,076 76,393

＜ 285,836,778 ＞ の内数 ＜ 283,452,349 ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

72,076 76,393

＜ 285,836,778 ＞ の内数 ＜ 283,452,349 ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

政策評価調書（個別票）

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築すること

- 政策目標の達成度合い
今年度はモニタリングのみのため、５段
階達成度合いは記載できない （千円）

予算科目

他に記載のある
個別票の番号

予算額

項 事項
４年度

当初予算額
５年度

概算要求額

障害保健福祉費 障害者医療に必要な経費

障害保健福祉費 精神保健事業に必要な経費

医療観察等実施費 入院の決定の執行等に必要な経費

小　計

一般会計

特別会計

政策評価の対象と
なっていないが、
ある政策に属する
と整理できるもの

小　計

一般会計

特別会計

合　計

一般会計

特別会計
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【政策ごとの予算額】

政策名 番号
Ⅸ－１－

３

評価方式

会計 組織／勘定

一般 厚生労働本省
Ⅸ－１－１、Ⅸ
－１－２

＜ 281,676,944 ＞ の内数 ＜ 278,887,381 ＞ の内数

一般 厚生労働本省 Ⅸ－１－１ ＜ 2,053,612,753 ＞ の内数 ＜ 1,715,043,431 ＞ の内数

一般 厚生労働本省
Ⅷ－２－１、Ⅸ
－１－１

＜ 5,255,327 ＞ の内数 ＜ 6,294,654 ＞ の内数

＜ 2,340,545,024 ＞ の内数 ＜ 2,000,225,466 ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

一般 厚生労働本省 - 2,467,312 2,412,946

2,467,312 2,412,946

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

2,467,312 2,412,946

＜ 2,340,545,024 ＞ の内数 ＜ 2,000,225,466 ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

政策評価調書（個別票）

障害児支援の提供体制の整備等を進めること

- 政策目標の達成度合い
今年度はモニタリングのみのため、５
段階達成度合いは記載できない （千円）

小　計

予算科目

他に記載のある
個別票の番号

予算額

項 事項
４年度

当初予算額
５年度

概算要求額

小　計

一般会計

特別会計

政策評価の対象と
なっているもの

障害保健福祉費 障害者医療に必要な経費

障害保健福祉費 障害者の自立支援等に必要な経費

社会福祉施設整備費
社会福祉施設等施設整備に必要な
経費

合　計

一般会計

特別会計

一般会計

特別会計

特別障害給付金給付費年金特
別会計へ繰入

特別障害給付金給付費の財源の年
金特別会計国民年金勘定へ繰入れ
に必要な経費


